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日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社              

東 海 事 業 本 部  

東 海 発 電 所 ・ 東 海 第 二 発 電 所  

 

＜ 事 業 運 営 の 基 本 方 針 ＞  

当 社 は ，こ れ ま で の 原 子 力 発 電 の 経 験 ・ 知

見 を 踏 ま え ，「 安 全 第 一 」 を 最 優 先 に ， 最 新

知 見 に 基 づ く 改 善 の 取 り 組 み と ， 全 社 一 丸

と な っ て ト ラ ブ ル 低 減 や 火 災 撲 滅 に 努 め て

い る と こ ろ で す 。  

ま た ，事 故 ・ ト ラ ブ ル を 二 度 と 繰 り 返 さ な

い と い う 強 い 決 意 の 下 ，ハ ー ド ・ ソ フ ト 両 面

か ら の 対 策 に 加 え て ，安 全 文 化 育 成 ・ 維 持 の

観 点 か ら ，「 安 全 に 関 し 言 い 合 え る 職 場 風 土

を 育 成 ・ 維 持 す る こ と 」な ど の 重 要 性 を 発 電

所 で 働 く 者 全 員 に 対 し て 浸 透 さ せ て ま い り

ま す 。  

 

東 海 第 二 発 電 所 は ， 平 成 2 3 年 3 月 1 1 日

に 発 生 し た 東 北 地 方 太 平 洋 沖 地 震 に よ り 自

動 停 止 し ま し た 。  

そ の 後 ， 同 年 5 月 2 1 日 か ら 第 2 5 回 定 期

検 査 を 実 施 し て ま い り ま し た が ， 停 止 期 間

が 長 期 化 し て い る こ と か ら ， 原 子 炉 施 設 保

安 規 定 に 基 づ く 長 期 保 守 管 理 方 針 及 び 特 別

な 保 全 計 画 に よ り ，発 電 所 機 器 の 維 持 ・ 管 理

に 努 め て お り ， 今 後 と も 継 続 し て ま い り ま

す 。  

発 電 用 原 子 炉 施 設 の「 新 規 制 基 準 」へ の 適

合 性 に つ い て は ， 平 成 3 0 年 9 月 2 6 日 に 原
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子 力 規 制 委 員 会 か ら 本 体 施 設 等 の 設 置 変 更

許 可 を い た だ き ま し た 。  

そ の 後 ， 令 和 元 年 9 月 2 4 日 に 特 定 重 大 事

故 等 対 処 施 設 等 に 係 る 設 置 変 更 許 可 申 請 書

を 原 子 力 規 制 委 員 会 へ 提 出 し ま し た 。 そ の

後 ， 特 定 重 大 事 故 等 対 処 施 設 に 係 る 審 査 を

踏 ま え ， 令 和 2 年 1 1 月 1 6 日 及 び 令 和 3 年

2 月 1 9 日 に 特 定 重 大 事 故 等 対 処 施 設 等 に 係

る 設 置 変 更 許 可 申 請 書 の 補 正 を 行 い ま し

た 。  

ま た ， 原 子 炉 設 置 許 可 の 工 事 計 画 に つ い

て ，工 事 の 進 捗 及 び 工 程 検 討 を 踏 ま え て ，工

事 終 了 時 期 を 令 和 3 年 3 月 か ら 令 和 4 年 1 2

月 へ 変 更 す る こ と と し ， 令 和 2 年 1 月 2 8 日

に 原 子 力 規 制 委 員 会 へ 届 け 出 ま し た 。  

今 後 も 自 治 体 の 検 討 協 議 に 適 切 に 対 応 す

る と と も に ，必 要 な 手 続 き を 適 切 に 行 い ，基

準 に 適 合 す べ く 関 連 設 備 の 工 事 を 安 全 最 優

先 で 進 め て ま い り ま す 。  

原 子 力 規 制 委 員 会 に よ る 審 査 の 進 捗 状 況

及 び 工 事 の 計 画 ・ 状 況 等 に つ い て は ，自 治 体

及 び 住 民 の 皆 様 に 対 し て 誠 意 を も っ て 分 か

り 易 く 説 明 し ， ご 理 解 い た だ け る よ う 努 め

て ま い り ま す 。  

 

東 海 発 電 所 に つ い て は ， 昨 年 に 引 き 続 き

廃 止 措 置 工 事 を 着 実 に 実 施 ･ 継 続 し て ま い

り ま す 。  

ま た ， 放 射 能 レ ベ ル の 極 め て 低 い も の

（ L 3 ） の 埋 設 施 設 の 設 置 に 関 し て は ， 平 成
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2 7 年 7 月 1 6 日 に 原 子 力 規 制 委 員 会 へ 埋 設

事 業 許 可 申 請 書 を 提 出 し ， そ の 後 ， 平 成 2 8

年 1 2 月 2 6 日 に 同 申 請 書 の 補 正 を 行 い ま し

た 。 今 後 も 自 治 体 及 び 原 子 力 規 制 委 員 会 の

審 査 に 適 切 に 対 応 す る と と も に ， 審 査 状 況

を 踏 ま え ， 施 設 の 設 置 に 向 け た 準 備 を 進 め

て ま い り ま す 。  

な お ， 審 査 の 進 捗 状 況 と そ の 内 容 や 結 果

等 に つ い て は ， 自 治 体 及 び 住 民 の 皆 様 に 対

し て 誠 意 を も っ て 分 か り 易 く 説 明 し ， ご 理

解 い た だ け る よ う 努 め て ま い り ま す 。  



 

4 
 

１ ． 事 業 計 画 概 要  

（ １ ） 令 和 3 年 度 運 転 計 画  

令 和 3 年 度 の 東 海 第 二 発 電 所 の 運 転 計

画 を 下 表 に 示 し ま す 。  

運 転 計 画  

発 電 電 力 量 未  定  

最 大 電 力 未  定  

設 備 利 用 率 未  定  

定 期 検 査 

(第 2 5 回 ) 
作 業 期 間 

自  平 成 2 3 年 5 月 2 1 日  

至    未  定  

 

（ ２ ） 令 和 2 年 度 か ら の 継 続 工 事 等  

１ ） 東 海 発 電 所  

① 廃 止 措 置 工 事  

（ 平 成 1 8 年 8 月 9 日 廃 止 措 置 計 画 の

同 意 及 び 新 増 設 等 に 対 す る 事 前 了

解 受 領 ）  

令 和 3 年 度 も ， 原 子 炉 領 域 に つ い

て ， 引 き 続 き ， 安 全 貯 蔵 を 行 っ て ま

い り ま す 。  

工 事 に つ い て は ， 原 子 炉 領 域 以 外

（ 熱 交 換 器 本 体 他 ） の 解 体 撤 去 工 事

を 継 続 し て ま い り ま す 。  

ま た ，「 放 射 性 物 質 と し て 扱 う 必 要

の な い 物 （ ク リ ア ラ ン ス 物 ）」 に つ い

て は ， 引 き 続 き ， 再 生 利 用 等 資 源 の

有 効 活 用 に 取 り 組 ん で ま い り ま す 。  

（ 添 付 資 料 － １ 参 照 ）  

 

② 低 レ ベ ル 放 射 性 廃 棄 物 埋 設 施 設  

（ 平 成 2 7 年 7 月 1 6 日 新 増 設 等 計 画
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書 提 出 ，平 成 2 8 年 1 2 月 2 6 日 新 増

設 等 計 画 書 （ 変 更 ） 提 出 ）  

（ 平 成 2 7 年 7 月 1 6 日 埋 設 事 業 許 可

申 請 ， 平 成 2 8 年 1 2 月 2 6 日 埋 設

事 業 許 可 申 請 の 一 部 補 正 ）  

放 射 能 レ ベ ル の 極 め て 低 い も の

（ L 3 ） の 埋 設 施 設 の 設 置 に つ い て

は ， 自 治 体 及 び 原 子 力 規 制 委 員 会 の

審 査 に 適 切 に 対 応 す る と と も に ， 審

査 状 況 を 踏 ま え ， 施 設 の 設 置 に 向 け

た 準 備 を 進 め て ま い り ま す 。  

 

２ ） 東 海 第 二 発 電 所  

① 使 用 済 燃 料 貯 蔵 設 備 の 増 強 工 事  

（ 平 成 1 1 年 4 月 2 2 日 新 増 設 等 に 対

す る 事 前 了 解 受 領 ）  

貯 蔵 容 器 2 4 基 中 ，1 7 基 の 製 造 が 完

了 し て お り ， こ の う ち 1 5 基 の 貯 蔵 容

器 に 使 用 済 燃 料 を 貯 蔵 し て お り ま

す 。  

令 和 3 年 度 は ， 第 四 期 工 事 分 （ 貯

蔵 建 屋 内 搬 入 済 ） の 貯 蔵 容 器 4 基 及

び 第 五 期 工 事 分 の 貯 蔵 容 器 2 基 の 製

造 を 継 続 す る と と も に ， 今 後 新 規 制

基 準 に 基 づ く 検 査 を 実 施 し た 後 に 使

用 を 開 始 す る こ と で 進 め て ま い り ま

す 。  

 

② 新 規 制 基 準 へ の 適 合 性 審 査 対 応  

（ 平 成 2 6 年 5 月 2 0 日 新 増 設 等 計 画
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書 提 出 ， 平 成 2 9 年 1 1 月 8 日 ， 平

成 3 0 年 5 月 3 1 日 ， 9 月 1 2 日 ， 令

和 元 年 9 月 2 4 日 及 び 令 和 2 年 1 1

月 1 6 日 新 増 設 等 計 画 書 （ 変 更 ） 提

出 ）  

（ 平 成 2 6 年 5 月 2 0 日 設 置 変 更 許 可

申 請 ，平 成 3 0 年 9 月 2 6 日 設 置 変 更

許 可 受 領 ， 令 和 元 年 9 月 2 4 日 設 置

許 可 申 請 ， 令 和 2 年 1 1 月 1 6 日 及

び 令 和 3 年 2 月 1 9 日 設 置 変 更 許 可

申 請 の 一 部 補 正 ）  

新 規 制 基 準 へ の 適 合 性 に つ い て

は ， 自 治 体 及 び 原 子 力 規 制 委 員 会 の

審 査 に 適 切 に 対 応 す る と と も に ， 必

要 な 手 続 き を 適 切 に 行 い ， 基 準 に 適 合

す べ く 関 連 設 備 の 工 事 を 安 全 最 優 先

で 進 め て ま い り ま す 。  

（ 添 付 資 料 － 2 参 照 ）  

 

 

２ ． 安 全 協 定 第 5 条 に 係 る 新 増 設 等 計 画  

な し  

 

以  上  
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東  海  発  電  所  廃  止  措  置  
 

 
 
  

添 付 資 料 － １  



 

8 

 
 

東 海 第 二 発 電 所  新 規 制 基 準 へ の 対 応  
 

設 置 工 事 計 画 （ 本 体 施 設 等 ）  

 
上 記 計 画 に つ い て は ， 新 規 制 基 準 施 行 前 か ら 安 全 対 策 と し て 実 施

し て い る も の を 含 み ま す 。  

 

 

 

設 置 工 事 計 画 （ 特 定 重 大 事 故 等 対 処 施 設 等 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添 付 資 料 － ２  
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る
設
備

・
緊
急
用
海
水
系
等
を
設
置
す
る
工
事

準
備

作
業

，
干

渉
物

撤
去

，
地

盤
改

良
防

潮
壁

等
設

置
他

敷
地

造
成

（
伐

採
，
整

地
，
盛

土
，
切
土

）
地

盤
改

良
，
杭

打
ち
，
躯

体
工

発
電

機
・
燃

料
タ
ン
ク
・
蓄

電
池

等
設

置

土
留

め
・
掘

削
等

躯
体
工
,軽

油
タ
ン
ク
・配

管
/サ

ポ
ー
ト
・空

調
機
・高

圧
電
源
車
等
設
置

配
管

敷
設

(現
場

調
査

等
)

干
渉

物
撤

去
ポ
ン
プ
・
配

管
/
サ

ポ
ー
ト
等

設
置

干
渉

物
撤

去
表

層
改

良
・土

留
め
・
掘

削
等

躯
体
工
（
貯
水
槽
・
ﾎ
ﾟﾝ
ﾌ
ﾟ室

・
ｶ
ﾙ
ﾊ
ﾞｰ
ﾄ）
，
ﾎ
ﾟﾝ
ﾌ
ﾟ・
配
管
/
ｻ
ﾎ
ﾟｰ
ﾄ等

設
置

土
留

め
・
掘

削
等

躯
体

工
，
ポ
ン
プ
・
配

管
/
サ

ポ
ー
ト
等

設
置

干
渉

物
撤

去

：
発
電
所
に
お
け
る
主
な
工
事
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

付
帯

工

既
設

タ
ン
ク
撤

去
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項
目

2
0
2
0
年

2
0
2
1
年

2
0
2
2
年

１
～
6
月

7
～
1
2
月

１
～
6
月

7
～
1
2
月

１
～
6
月

7
～
1
2
月

Ⅴ
．
格
納
容
器
を
冷
却
す
る
設
備

・
代
替
循
環
冷
却
系
を
設
置
す
る
工
事

Ⅵ
．
環
境
を
守
る
設
備

・
水

素
を
取

り
除

く
た
め

の
設

備
を
設

置
す

る
工
事

Ⅶ
．
自
然
災
害
に
備
え
る
設
備

・
耐
震
補
強
工
事

・
防
火
帯
を
設
置
す
る
等
の
工
事

・
竜
巻
対
策
の
た
め
の
工
事

現
場

調
査

等
干

渉
物

撤
去

ポ
ン
プ
・
配

管
/
サ

ポ
ー
ト
等

設
置

架
台

・
静

的
触

媒
式

水
素

再
結

合
器

設
置

発
電

所
構

内
全

域
に
お
い
て
施

工
可

能
な
箇

所
か

ら
実

施

発
電

所
構

内
全

域
に
お
い
て
施

工
可

能
な
箇

所
か

ら
実

施

発
電

所
構

内
全

域
に
お
い
て
施

工
可

能
な
箇

所
か

ら
実

施

ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ

ネ
ル

交
換

，
閉

止
装

置
・
強

制
開

放
装

置
等

設
置

干
渉

物
撤

去

ク
レ
ー
ン
・
足

場
設

置

現
場

調
査

東
海
第
二
発
電
所
の
主
な
安
全
性
向
上
対
策
工
事
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（概

要
）（
2／

2）

：
発
電
所
に
お
け
る
主
な
工
事
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
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